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・

　昨今、子どもを取り巻く環境は大きく変化しており、中でも児童虐待問題は深刻な社

会問題となっています。児童虐待によって子どもの尊い命が失われる悲しいケースも報

道されています。

　児童虐待の問題への対応では、子どもの命を守ることが大前提であることは言うまで

もありません。そのためにも関係機関の皆様には、この「長崎市児童虐待防止対応マニ

ュアル」を活用いただき、児童虐待を発見した場合、子育て支援課や長崎こども・女性・

障害者支援センターなどの専門機関へ連絡いただきますようお願いします。

　本マニュアルでは、発見時の初期対応や、他機関を含めた支援が必要な場合の連絡

方法を具体的に示すとともに、連絡後の支援についてもふれ、各関係機関との連携を図

りたいと思います。このマニュアルを活用し、子育て支援の関係機関が共通の認識に基

づき援助が進められることを期待します。皆様方と連携して親子を支援していきたいと

思っておりますので、御協力をお願いします。

　各関係機関は、児童虐待の防止等に関する法律で、児童虐待の早期発見に努め
なければならないことが定められています。また、児童虐待を受けたと思われる
子どもを発見した者は、児童相談所や福祉事務所、市町村に通告しなければなら
ないと定められています。

※「通告」と聞くと、ものものしい感じで身がまえてしまいがちですので、本マニュアル
では、「通告」を全て「連絡」と表現しています。

（身近な相談窓口）

（緊急性が高い場合・子どもの保護が必要な場合）

TEL.095-829-1270
こども総合相談専用ダイヤル
（月～金の8：45～ 17：30）
TEL.095-822-8573
TEL.095-825-5624
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・

　昨今、子どもを取り巻く環境は大きく変化しており、中でも児童虐待問題は深刻な社

会問題となっています。児童虐待によって子どもの尊い命が失われる悲しいケースも報

道されています。

　児童虐待の問題への対応では、子どもの命を守ることが大前提であることは言うまで

もありません。そのためにも関係機関の皆様には、この「長崎市児童虐待防止対応マニ

ュアル」を活用いただき、児童虐待を発見した場合、子育て支援課や長崎こども・女性・

障害者支援センターなどの専門機関へ連絡いただきますようお願いします。

　本マニュアルでは、発見時の初期対応や、他機関を含めた支援が必要な場合の連絡

方法を具体的に示すとともに、連絡後の支援についてもふれ、各関係機関との連携を図

りたいと思います。このマニュアルを活用し、子育て支援の関係機関が共通の認識に基

づき援助が進められることを期待します。皆様方と連携して親子を支援していきたいと

思っておりますので、御協力をお願いします。

　各関係機関は、児童虐待の防止等に関する法律で、児童虐待の早期発見に努め
なければならないことが定められています。また、児童虐待を受けたと思われる
子どもを発見した者は、児童相談所や福祉事務所、市町村に通告しなければなら
ないと定められています。

※「通告」と聞くと、ものものしい感じで身がまえてしまいがちですので、本マニュアル
では、「通告」を全て「連絡」と表現しています。

（身近な相談窓口）

（緊急性が高い場合・子どもの保護が必要な場合）

TEL.095-829-1270
こども総合相談専用ダイヤル
（月～金の8：45～ 17：30）
TEL.095-822-8573
TEL.095-825-5624
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　児童虐待とは、児童虐待の防止等に関する法律（平成12年法律第82号）によると、児童（※１）を監護する
保護者（※２）が児童の人権を著しく侵害し、その心身の成長及び人格の形成に重大な影響を与える行為の
ことをいいます。
（※１）児童：満１８歳に満たない者をいう
（※２）保護者：親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護する者をいう

「ちょっとおかしいな」「行き過ぎではないか」と思われる親の態度を見たとき、それが虐待なのか、あるいは「しつけ」なのかと迷うこ
とがありますが、その際は、次のような点に注意してみるとよいと思います。
　・子ども自身が理由を納得できているか？
　・子どものした行為と罰の程度が相応しているか？
　・親の感情をぶつけるだけの叱り方をしていないか？
大切なことは、たとえ愛情に根ざしたしつけのつもりであっても、
親の行為が子どもに著しい痛みや苦しみを与えるものであれば、
それはまさしく虐待であるということです。

虐待を受けた子どもたちは、心身に深く大きな傷を負います。本来、第一に子どもを愛し、守ってくれる存在で

ある保護者からの攻撃は、子どもの逃げ場を奪い、心身、情緒、行動、人格形成などに深刻な影響を与えます。

その影響は長期に及ぶこともあります。

・発達・発育の遅れなどの身体症状がある。

・甘え方や関わり方がうまくできず、対人関係が築きにくくなる。

・感情のコントロールができなくなったり、無表情で自分の考えや希望を表現できなくなったりする。

・対人恐怖症・不安症状・抑うつ状態など精神症状や心理反応を引き起こす場合がある。

・自尊感情が育たず、善悪の判断がつきにくくなる。

・自分の中の感情を抑え込み、場面に応じた対応が出来なくなり、大暴れをしたりする。

・常に愛情に飢えた状態になり、人の注意を引くような行動をとるようになる。

・自傷行為や食行動の異常、万引きや薬物依存などの

行動が現れたりする。

・虐待を受けた子どもが大人になり、無意識のうちに

自分の子どもに対して虐待を行う場合がある。（世代

間連鎖）

・夫婦関係の不和、破綻　・転居
・転職　・失業　・経済的不安定
・社会的孤立　など

・育児不安・ストレス
・パートナーが育児に非協力的
・感情・情緒の不安定さ
・知的・精神的問題　など

子どもの虐待は、様々な要因が複雑にからみ
発生すると言われています。虐待に結びつき
やすい要因をひとつでも取り除き、軽減する
ことが虐待発生の危険性を低くすることにつ
ながります。

・知的な遅れ
・病弱・多動・双子などの「手のかかる子」
・新生児期に一緒に過ごしていない
・望まない妊娠により出生した子　など

4 児童虐待が子どもに及ぼす影響

2 3

児童虐待が起こる要因



　児童虐待とは、児童虐待の防止等に関する法律（平成12年法律第82号）によると、児童（※１）を監護する
保護者（※２）が児童の人権を著しく侵害し、その心身の成長及び人格の形成に重大な影響を与える行為の
ことをいいます。
（※１）児童：満１８歳に満たない者をいう
（※２）保護者：親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護する者をいう

「ちょっとおかしいな」「行き過ぎではないか」と思われる親の態度を見たとき、それが虐待なのか、あるいは「しつけ」なのかと迷うこ
とがありますが、その際は、次のような点に注意してみるとよいと思います。
　・子ども自身が理由を納得できているか？
　・子どものした行為と罰の程度が相応しているか？
　・親の感情をぶつけるだけの叱り方をしていないか？
大切なことは、たとえ愛情に根ざしたしつけのつもりであっても、
親の行為が子どもに著しい痛みや苦しみを与えるものであれば、
それはまさしく虐待であるということです。

虐待を受けた子どもたちは、心身に深く大きな傷を負います。本来、第一に子どもを愛し、守ってくれる存在で

ある保護者からの攻撃は、子どもの逃げ場を奪い、心身、情緒、行動、人格形成などに深刻な影響を与えます。

その影響は長期に及ぶこともあります。

・発達・発育の遅れなどの身体症状がある。

・甘え方や関わり方がうまくできず、対人関係が築きにくくなる。

・感情のコントロールができなくなったり、無表情で自分の考えや希望を表現できなくなったりする。

・対人恐怖症・不安症状・抑うつ状態など精神症状や心理反応を引き起こす場合がある。

・自尊感情が育たず、善悪の判断がつきにくくなる。

・自分の中の感情を抑え込み、場面に応じた対応が出来なくなり、大暴れをしたりする。

・常に愛情に飢えた状態になり、人の注意を引くような行動をとるようになる。

・自傷行為や食行動の異常、万引きや薬物依存などの

行動が現れたりする。

・虐待を受けた子どもが大人になり、無意識のうちに

自分の子どもに対して虐待を行う場合がある。（世代

間連鎖）

・夫婦関係の不和、破綻　・転居
・転職　・失業　・経済的不安定
・社会的孤立　など

・育児不安・ストレス
・パートナーが育児に非協力的
・感情・情緒の不安定さ
・知的・精神的問題　など

子どもの虐待は、様々な要因が複雑にからみ
発生すると言われています。虐待に結びつき
やすい要因をひとつでも取り除き、軽減する
ことが虐待発生の危険性を低くすることにつ
ながります。

・知的な遅れ
・病弱・多動・双子などの「手のかかる子」
・新生児期に一緒に過ごしていない
・望まない妊娠により出生した子　など

4 児童虐待が子どもに及ぼす影響

2 3

児童虐待が起こる要因
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（通報内容の具体例）
「半年くらい前から、２～３日に１回　子どもの泣き声が聞こえ心配」
「子どもの右ほほに３ｃｍくらいの青アザ、子どもは転んだとしか言わないが、転んだにしては不自然なアザ」
「男の人の怒鳴り声が聞こえる。いつも夜の 9 時ぐらいで、週に１～２回程度。子どもは小学校低学年ぐらいで、きょうだいはいな
いと思う。母親の声は聞こえない」
※連絡するときはＰ21「気になる子どもの連絡票」を参照してください。

4

長崎市子育て支援課 
  TEL.095-829-1270
こども総合相談専用ダイヤル

（月～金の 8：45 ～ 17：30）
  TEL.095-822-8573
  TEL.095-825-5624
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（通報内容の具体例）
「半年くらい前から、２～３日に１回　子どもの泣き声が聞こえ心配」
「子どもの右ほほに３ｃｍくらいの青アザ、子どもは転んだとしか言わないが、転んだにしては不自然なアザ」
「男の人の怒鳴り声が聞こえる。いつも夜の 9 時ぐらいで、週に１～２回程度。子どもは小学校低学年ぐらいで、きょうだいはいな
いと思う。母親の声は聞こえない」
※連絡するときはＰ21「気になる子どもの連絡票」を参照してください。

4

長崎市子育て支援課 
  TEL.095-829-1270
こども総合相談専用ダイヤル

（月～金の 8：45 ～ 17：30）
  TEL.095-822-8573
  TEL.095-825-5624
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【児童の対応について】
　対応は児童が安心できる先生が行ってください。

１　キズアザを確認した場合、まずは児童に聞ける範囲で事実確認をしてください。低学年の場合、確
認が難しいですが、個室等にて、暴力が振るわれた時の状況、暴力が始まった時期、頻度、きょう
だいがいる場合は、きょうだいは暴力を受けているのか等、可能な範囲で確認してください。

２　キズアザの写真を撮り、聞き取りの記録を残してください。記録は、児童の言葉通りに残してくだ
さい。（P13参照）

　　聞き取りに関しては、答えを誘導するような質問にならないようご留意ください。

３　学校から、子育て支援課にも報告し、指示を仰いでください。

４　暴力の程度が重篤な場合（顔面や頭部に痕の残るような外傷、首絞め、刃物で脅す等）や、キズア
ザが繰り返し続く場合や、児童本人が帰りたくない様子が見られる場合には、一時保護（一時保護
委託を含む）の可能性が高いため、児童相談所に連絡してください。

　　その際、状況判断のために、できるだけキズアザの写真を提出してください。低身長、低体重の場
合には、これまでの身長、体重のデータも併せてお知らせください。

【保護者の対応について】
　保護者の対応は、管理職が行ってください。

１　キズアザの程度が軽症な場合でも、できるだけ早く保護者に連絡し、児童の怪我について確認して
ください。ちゃんとキズアザに気づいている、ということが伝わるだけで警告になる保護者もいま
す。保護者と話す際には、児童から聞いたと言わなくても、キズアザを確認したが、心配なので家
で何があったのか教えて欲しいと聞いていただければと思います。

２　保護者が暴力を認めた場合には、それは虐待であり行ってはならないことを、はっきり伝えてくだ
さい。保護者自身が叩かれて育った、ということで暴力を肯定しているかもしれませんが、叩いて
しまうと、しつけの内容より叩かれたことばかりが記憶に残るため逆効果となること、今の時代は
児童虐待防止法により、叩くことは虐待になってしまうこと、虐待が疑われた場合には児童福祉法
により、子育て支援課や児童相談所に連絡しなければならない決まりがあることを穏やかに伝えて
ください。

教育・保育関係機関で児童に傷・痣を見つけた場合の対応

３　保護者が暴力を認めなかった場合には、保護者が気づかない中、安全管理ができずに児童が怪我を
することもネグレクトという虐待にあたると伝えてください。このようにキズアザが繰り返される
ようであれば、心配なので、子育て支援課や児童相談所に連絡しなければならない決まりがあるこ
とを穏やかに伝えてください。

４　保護者と話をするときは、受容、傾聴、共感が求められています。まずは保護者が困っている状況
や現状（児童の発達状況や問題行動、家族構成、生活・経済状況、保護者や児童の心身の状況等）
を労いながら丁寧に聞き、なぜ暴力をしてしまうのか、他に良い方法はないのか、といった話を
し、親子で安心して生活するために専門機関への相談が有効なことを伝えてください。

①　保護者の現状、困り感、暴力の状況を確認する。
②　大変な状況の中、頑張って子育てしていることを労う。
③　今の時代は児童を叩いてしまうのは虐待にあたるので、しないように、と警告を出す。
④　それだけ養育に困っているなら叩かずにすむ方法について、専門機関に相談してみましょう、と
助言する。
⑤　子育て支援課または児童相談所等の専門機関に連絡を入れておきます、と繋ぐ。

　　　の５つをしてください。

　　子育て支援課や児童相談所に連絡を入れておく、と保護者に一言言ってもらえると、その後、仮に保
護者から子育て支援課や児童相談所に連絡がなくても、保護者に対して、相談があったと伝えられるこ
とで、電話連絡や訪問等の対応がしやすくなります。

具体的には、
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【児童の対応について】
　対応は児童が安心できる先生が行ってください。

１　キズアザを確認した場合、まずは児童に聞ける範囲で事実確認をしてください。低学年の場合、確
認が難しいですが、個室等にて、暴力が振るわれた時の状況、暴力が始まった時期、頻度、きょう
だいがいる場合は、きょうだいは暴力を受けているのか等、可能な範囲で確認してください。

２　キズアザの写真を撮り、聞き取りの記録を残してください。記録は、児童の言葉通りに残してくだ
さい。（P13参照）

　　聞き取りに関しては、答えを誘導するような質問にならないようご留意ください。

３　学校から、子育て支援課にも報告し、指示を仰いでください。

４　暴力の程度が重篤な場合（顔面や頭部に痕の残るような外傷、首絞め、刃物で脅す等）や、キズア
ザが繰り返し続く場合や、児童本人が帰りたくない様子が見られる場合には、一時保護（一時保護
委託を含む）の可能性が高いため、児童相談所に連絡してください。

　　その際、状況判断のために、できるだけキズアザの写真を提出してください。低身長、低体重の場
合には、これまでの身長、体重のデータも併せてお知らせください。

【保護者の対応について】
　保護者の対応は、管理職が行ってください。

１　キズアザの程度が軽症な場合でも、できるだけ早く保護者に連絡し、児童の怪我について確認して
ください。ちゃんとキズアザに気づいている、ということが伝わるだけで警告になる保護者もいま
す。保護者と話す際には、児童から聞いたと言わなくても、キズアザを確認したが、心配なので家
で何があったのか教えて欲しいと聞いていただければと思います。

２　保護者が暴力を認めた場合には、それは虐待であり行ってはならないことを、はっきり伝えてくだ
さい。保護者自身が叩かれて育った、ということで暴力を肯定しているかもしれませんが、叩いて
しまうと、しつけの内容より叩かれたことばかりが記憶に残るため逆効果となること、今の時代は
児童虐待防止法により、叩くことは虐待になってしまうこと、虐待が疑われた場合には児童福祉法
により、子育て支援課や児童相談所に連絡しなければならない決まりがあることを穏やかに伝えて
ください。

教育・保育関係機関で児童に傷・痣を見つけた場合の対応

３　保護者が暴力を認めなかった場合には、保護者が気づかない中、安全管理ができずに児童が怪我を
することもネグレクトという虐待にあたると伝えてください。このようにキズアザが繰り返される
ようであれば、心配なので、子育て支援課や児童相談所に連絡しなければならない決まりがあるこ
とを穏やかに伝えてください。

４　保護者と話をするときは、受容、傾聴、共感が求められています。まずは保護者が困っている状況
や現状（児童の発達状況や問題行動、家族構成、生活・経済状況、保護者や児童の心身の状況等）
を労いながら丁寧に聞き、なぜ暴力をしてしまうのか、他に良い方法はないのか、といった話を
し、親子で安心して生活するために専門機関への相談が有効なことを伝えてください。

①　保護者の現状、困り感、暴力の状況を確認する。
②　大変な状況の中、頑張って子育てしていることを労う。
③　今の時代は児童を叩いてしまうのは虐待にあたるので、しないように、と警告を出す。
④　それだけ養育に困っているなら叩かずにすむ方法について、専門機関に相談してみましょう、と
助言する。
⑤　子育て支援課または児童相談所等の専門機関に連絡を入れておきます、と繋ぐ。

　　　の５つをしてください。

　　子育て支援課や児童相談所に連絡を入れておく、と保護者に一言言ってもらえると、その後、仮に保
護者から子育て支援課や児童相談所に連絡がなくても、保護者に対して、相談があったと伝えられるこ
とで、電話連絡や訪問等の対応がしやすくなります。

具体的には、
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•いつ・どこで・誰が・誰に・何を・どのようにということを出来るだけ詳しく記録する。
•（×）保護者がとても怒っていた　→　（○）「子どもに○○○と怒鳴っていた」など、どんな言葉
を使っていたかも含め具体的に記録する。
•「子どもに落ち着きがなかった」等の印象だけよりも、どのような様子をみてそう感じたか事実をも
とに記録する。
•「どんなふうにケガしたの？」と尋ねたら、「○○○」と答えた。と子どもの話した言葉をそのまま
記録する。
•伝聞情報と直接確認した情報を、はっきりと区別して記録する。

（写真の撮り方）
•身体のどの部位なのかを示す写真と、その外傷をクローズアップした写真の２枚１セットで撮影する
ことが原則。引いて撮った写真には、個人特定が出来るように、顔等を含める。
•写真には日付を入れる。
•大きさの基準となる物（定規・硬貨・タバコ等）と一緒に撮影する。
•なるべく明るいところで撮影する。
•外傷の色も大事なので、同じ写真を何枚も撮影する。
•基本は真正面であるが、異なる視点と異なる距離で複数枚の撮影を行う。
※児童相談所や子育て支援課に電子メールで写真を送付する場合には、その際に顔が映っている写真は
送付しないこと。また、メールやファイル名に名前は入れないこと。

子育て支援課の職員が、児童虐待を発見した際の初期対応や個別ケース検討会議までの具体的な手続き
等について、研修を行います。各関係機関に出向き、研修を実施しますので、ご希望の機関はお知らせ
ください。

記録を残す際のチェックポイント

児童虐待防止研修について

※写真を取る前にまず子育て支援課にご連絡ください。

　性的虐待の場合は、児童が性的な嫌な行為を受けているようだと把握した段階で、児童への聴取の仕
方も含め、児童相談所と対応を協議してください。詳細な聞き取りは専門のトレーニングを受けた児童
相談所職員、警察、検察が共同で行い、子どもに何度も聞き取りをして負担をかけないようにします。
（注意点）
•被害内容についてはあれこれ聞いたり、繰り返し聞いたりしない。
•感情的にならず、話をしてくれたことを労う。
•ここだけの秘密にするという約束をせず、大事なことだから、児童を守るお仕事をしている先生（児
童相談所や子育て支援課）に相談する等と伝える。

１　児童相談所や子育て支援課の対応を希望せず、キズ・アザがあった事実を「情報提供」「相談」と
して報告される場合。
※学校から「情報提供」「相談」と言われても、虐待と判断される内容については学校からの「通
告」として受理し、対応しなければならないとされています。

２　これまで保護者にアクションを起こさず、過去の件で報告される場合。
３　保護者との関係を崩したくないため通告したことを内緒にしてほしいと言われた場合。
４　子どもに「秘密にしておいて」と言われ、約束してしまった場合。
５　重篤な怪我や性的虐待の疑いが認められるのに、放課後になってからの連絡や、既に自宅へ帰して
しまってからの連絡の場合。
※朝の時点でキズアザ等が確認できた際には、すみやかにご連絡ください。放課後に子どもを引き止
めておくと、保護者から、帰宅が遅いと言われる等のトラブルになりやすいのでご注意ください。

６　卒業式、終業式前日や当日の連絡。
※子どもからの情報収集が困難になるため。
　学校や保育関係機関での一時保護が困難になるため。

　　以上のような事例は対応が困難になるので、そうならないようご協力をお願いします。

性的虐待が疑われた場合の対応

対応に苦慮する事例
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•いつ・どこで・誰が・誰に・何を・どのようにということを出来るだけ詳しく記録する。
•（×）保護者がとても怒っていた　→　（○）「子どもに○○○と怒鳴っていた」など、どんな言葉
を使っていたかも含め具体的に記録する。
•「子どもに落ち着きがなかった」等の印象だけよりも、どのような様子をみてそう感じたか事実をも
とに記録する。
•「どんなふうにケガしたの？」と尋ねたら、「○○○」と答えた。と子どもの話した言葉をそのまま
記録する。
•伝聞情報と直接確認した情報を、はっきりと区別して記録する。

（写真の撮り方）
•身体のどの部位なのかを示す写真と、その外傷をクローズアップした写真の２枚１セットで撮影する
ことが原則。引いて撮った写真には、個人特定が出来るように、顔等を含める。
•写真には日付を入れる。
•大きさの基準となる物（定規・硬貨・タバコ等）と一緒に撮影する。
•なるべく明るいところで撮影する。
•外傷の色も大事なので、同じ写真を何枚も撮影する。
•基本は真正面であるが、異なる視点と異なる距離で複数枚の撮影を行う。
※児童相談所や子育て支援課に電子メールで写真を送付する場合には、その際に顔が映っている写真は
送付しないこと。また、メールやファイル名に名前は入れないこと。

子育て支援課の職員が、児童虐待を発見した際の初期対応や個別ケース検討会議までの具体的な手続き
等について、研修を行います。各関係機関に出向き、研修を実施しますので、ご希望の機関はお知らせ
ください。

記録を残す際のチェックポイント

児童虐待防止研修について

※写真を取る前にまず子育て支援課にご連絡ください。

　性的虐待の場合は、児童が性的な嫌な行為を受けているようだと把握した段階で、児童への聴取の仕
方も含め、児童相談所と対応を協議してください。詳細な聞き取りは専門のトレーニングを受けた児童
相談所職員、警察、検察が共同で行い、子どもに何度も聞き取りをして負担をかけないようにします。
（注意点）
•被害内容についてはあれこれ聞いたり、繰り返し聞いたりしない。
•感情的にならず、話をしてくれたことを労う。
•ここだけの秘密にするという約束をせず、大事なことだから、児童を守るお仕事をしている先生（児
童相談所や子育て支援課）に相談する等と伝える。

１　児童相談所や子育て支援課の対応を希望せず、キズ・アザがあった事実を「情報提供」「相談」と
して報告される場合。
※学校から「情報提供」「相談」と言われても、虐待と判断される内容については学校からの「通
告」として受理し、対応しなければならないとされています。

２　これまで保護者にアクションを起こさず、過去の件で報告される場合。
３　保護者との関係を崩したくないため通告したことを内緒にしてほしいと言われた場合。
４　子どもに「秘密にしておいて」と言われ、約束してしまった場合。
５　重篤な怪我や性的虐待の疑いが認められるのに、放課後になってからの連絡や、既に自宅へ帰して
しまってからの連絡の場合。
※朝の時点でキズアザ等が確認できた際には、すみやかにご連絡ください。放課後に子どもを引き止
めておくと、保護者から、帰宅が遅いと言われる等のトラブルになりやすいのでご注意ください。

６　卒業式、終業式前日や当日の連絡。
※子どもからの情報収集が困難になるため。
　学校や保育関係機関での一時保護が困難になるため。

　　以上のような事例は対応が困難になるので、そうならないようご協力をお願いします。

性的虐待が疑われた場合の対応

対応に苦慮する事例
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児童虐待の疑いがあるが
事実を確認していない
場合
具体的な支援の導入が
必要な場合

など

※緊急性がある場合は、警察へ連絡を。

親子支援ネットワーク地域協議会
個別ケース会議を
必要に応じて開催

親子支援ネットワーク地域協議会
個別ケース会議を
必要に応じて開催
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児童虐待の疑いがあるが
事実を確認していない
場合
具体的な支援の導入が
必要な場合

など

※緊急性がある場合は、警察へ連絡を。

親子支援ネットワーク地域協議会
個別ケース会議を
必要に応じて開催

親子支援ネットワーク地域協議会
個別ケース会議を
必要に応じて開催
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（要保護児童対策地域協議会）

要保護児童等及び家族への具体的支援の検討

◎要保護児童 ： 保護者のいない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童。
 虐待を受けた子どもに限られず、非行児童なども含まれる。

○要支援児童 ： 乳児家庭全戸訪問その他により把握した保護者の養育を支援することが特に認められる児童。

○特定妊婦　 ： 出産後の養育について、出産前において支援を行うことが特に必要と認められた妊婦。

要保護児童とは

［年１回程度］

16 17
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（要保護児童対策地域協議会）

要保護児童等及び家族への具体的支援の検討

◎要保護児童 ： 保護者のいない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童。
 虐待を受けた子どもに限られず、非行児童なども含まれる。

○要支援児童 ： 乳児家庭全戸訪問その他により把握した保護者の養育を支援することが特に認められる児童。

○特定妊婦　 ： 出産後の養育について、出産前において支援を行うことが特に必要と認められた妊婦。

要保護児童とは

［年１回程度］

16 17

9



子ども自身、保護者及び関係機関の方の相談に応じます。

　電話相談　匿名でも相談できます　TEL　095-822-8573／095-825-5624

　メール相談
•（携帯から）まずはイーカオにアクセスし、「こども総合相談」をクリック

•右のQRコードからでも相談できます。

•（パソコンから）まずはイーカオにアクセスし、「相談したい」→「子ども・子育て」→「Eメールでの相談」

　面談による相談　市役所別館1階子育て支援課へ。出来れば、事前にご連絡ください。

　親子の心の相談　「子どもを見るとイライラする」「子どもがかわいくないと思ってしまう」などの悩みを抱え

ている保護者に専門の医師等（小児科相談・精神保健相談）が対応します。（月に各1回）

※相談は無料ですが、予約制ですので、必ず事前に長崎市子育て支援課へお申し込みください。

　母子生活支援施設　母子家庭の方を対象に、生活上の問題のために子どもの養育を十分にできない場合、母親と

子どもが一緒に生活できる施設です。

　利用料金：所得に応じた利用者負担があります。（生活保護、市町村民税非課税世帯は無料です。）　　　

　ひとり親日常生活支援事業　ひとり親家族の保護者及び寡婦が、病気や本人の就学等で一時的に日常生活に支障

が生じている場合に家庭生活支援員を派遣し、家事や育児をお手伝いします。

　利用料金：所得に応じた利用者負担があります。（生活保護、市町村民税非課税世帯は無料です。）

　ファミリー・サポート・センター　地域の中で、子育ての援助を受けたい人と援助を行いたい人が会員となっ

て、保育所などへの送迎や冠婚葬祭など保護者の外出時の預かりなど一時的な子育ての助け合いをします。

　利用料金：曜日や時間帯により、1時間700円～900円

　詳しくは、長崎市社会福祉協議会（829-6244）又は長崎市保育会（829-7714）にお問い合わせください。

　ショートステイ　保護者が一時的に児童の養育が困難となった時に、概ね7日以内の期間で、児童福祉施設等に

てお預かりします。

　利用料金：所得に応じた利用者負担があります。（生活保護、市町村民税非課税世帯は無料ですが、食事代の負担

　があります。）

　トワイライトステイ　仕事等のために帰宅が夜間帯になる場合、お子さんを児童福祉施設に通所させ、生活のお

世話をします。

　利用料金：所得に応じた利用者負担があります。（生活保護、市町村民税非課税世帯は無料です。）

　～ショートステイ・トワイライトステイのお預かり先～
　1歳～18歳未満： 浦上養育院（石神町）、マリア園（南山手町）、明星園（磯道町）

　0歳～18歳未満： 光と緑の園（大村市）

　0歳児　　 　　： 西山台保育園（西山台2丁目）

　保育所での一時預かり・一時保育　保護者の方のいろいろな事情で、一時的に保育が必要なお子さんを認可保育

所等でお預かりします。

　保育時間や利用料は、各実施園で異なりますので、各実施園に直接お問い合わせください。

生活の支援

こども総合相談

　子育て応援情報サイト「イーカオ」　ekao-ng.jp
携帯やパソコンで長崎市の子育て情報をチェックしましょう！　　　

　お遊び教室　市内35ヶ所（H30.9月現在）の各地区の公民館やふれあいセンターで開催しています。0歳から就

学までの親子が一緒に遊んだり、子育ての仲間づくりをしたり、育児の相談もできる子育てを応援する教室です。

　子育て支援センター（利用料が100円かかります。）

概ね3歳未満児と、その親が気軽に集まって自由に遊んだり、育児に関する相談ができます。

西浦上地区「ぴよぴよ」 中園町3－5 東長崎地区「きずな」 矢上町19-1（東部にこにこセンター1階）

梅香崎地区「ひなたぼっこ」 大浦町7-2（大浦児童センター1階） 土井首地区「みなみ」 竿浦町913（旧南幼稚園）

橘地区「風の子らんど」 戸石町500-574 上長崎地区「もりのクレヨン」 片淵1-13-13（上長崎地区ふれあいセンター）

緑が丘地区「ピクニック」 若草町9-5 黒崎聖母保育園「つばめサークル」 上黒崎町48-1

三和地区「ぴっぴ」 布巻町111-1（三和地域センター3階） 中央保育園「ひまわり広場」 琴海戸根町2573-1

　子育て支援センター「にじのくに」　（三芳町3-5　市営三芳住宅Ｅ棟1階）

　未就学の発達障がいのある児童または発達が気になる未就学の児童及び、その保護者の方を対象に、子ども達が

遊んだり、保護者の交流、情報交換ができる場です。（利用料が100円かかります。）

　親育ち学びあい事業　

•あつまれ♪はじめてママ　対象　第1子の赤ちゃん（2～5か月）と母親

　　　　　　　　　　　　　内容　育児の知識や親の役割などを学ぶ連続4回の講座です。

•のびのび子育て講座　　　対象　1歳から就学前のこどもを持つ保護者

　　　　　　　　　　　　　内容　子育てのテーマを中心に、グループで話し合いながら相互に学びあう8回の講座です。

　児童館・児童センター
　満18歳に満たない児童及びその同伴者の方が対象で、小さなお子さんは、保護者と一緒に遊んだり、小学生よ

り大きいお子さんは、友達同士でいろいろな遊びを楽しんでいます。（未就学のお子さんは保護者同伴）

大浦児童センター 大浦町7-2 土井首児童館 柳田町45-3

滑石児童館 滑石2丁目1-8 琴海児童館 琴海村松町704-5

長崎北児童館 滑石3丁目32-8 

　子ども広場　（長崎西洋館3階（川口町13-1））

　満18歳に満たない児童及びその同伴者が対象で、子どもが安心して過ごすことができる場として、暫定的に設

置しています。満18歳に満たない児童が自由に来場できる施設です。（未就学のお子さんは保護者同伴）

子育て支援課では予防的な支援として次のような取り組みをしています。
育児不安を抱えている、実際に子育てに困っている、「虐待しそうだ」と悩んでいる、そういった保護
者に紹介してください。
詳しくは、長崎市子育て支援課（TEL.095-829-1270）にお尋ねください。

子育て支援
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子ども自身、保護者及び関係機関の方の相談に応じます。

　電話相談　匿名でも相談できます　TEL　095-822-8573／095-825-5624

　メール相談
•（携帯から）まずはイーカオにアクセスし、「こども総合相談」をクリック

•右のQRコードからでも相談できます。

•（パソコンから）まずはイーカオにアクセスし、「相談したい」→「子ども・子育て」→「Eメールでの相談」

　面談による相談　市役所別館1階子育て支援課へ。出来れば、事前にご連絡ください。

　親子の心の相談　「子どもを見るとイライラする」「子どもがかわいくないと思ってしまう」などの悩みを抱え

ている保護者に専門の医師等（小児科相談・精神保健相談）が対応します。（月に各1回）

※相談は無料ですが、予約制ですので、必ず事前に長崎市子育て支援課へお申し込みください。

　母子生活支援施設　母子家庭の方を対象に、生活上の問題のために子どもの養育を十分にできない場合、母親と

子どもが一緒に生活できる施設です。

　利用料金：所得に応じた利用者負担があります。（生活保護、市町村民税非課税世帯は無料です。）　　　

　ひとり親日常生活支援事業　ひとり親家族の保護者及び寡婦が、病気や本人の就学等で一時的に日常生活に支障

が生じている場合に家庭生活支援員を派遣し、家事や育児をお手伝いします。

　利用料金：所得に応じた利用者負担があります。（生活保護、市町村民税非課税世帯は無料です。）

　ファミリー・サポート・センター　地域の中で、子育ての援助を受けたい人と援助を行いたい人が会員となっ

て、保育所などへの送迎や冠婚葬祭など保護者の外出時の預かりなど一時的な子育ての助け合いをします。

　利用料金：曜日や時間帯により、1時間700円～900円

　詳しくは、長崎市社会福祉協議会（829-6244）又は長崎市保育会（829-7714）にお問い合わせください。

　ショートステイ　保護者が一時的に児童の養育が困難となった時に、概ね7日以内の期間で、児童福祉施設等に

てお預かりします。

　利用料金：所得に応じた利用者負担があります。（生活保護、市町村民税非課税世帯は無料ですが、食事代の負担

　があります。）

　トワイライトステイ　仕事等のために帰宅が夜間帯になる場合、お子さんを児童福祉施設に通所させ、生活のお

世話をします。

　利用料金：所得に応じた利用者負担があります。（生活保護、市町村民税非課税世帯は無料です。）

　～ショートステイ・トワイライトステイのお預かり先～
　1歳～18歳未満： 浦上養育院（石神町）、マリア園（南山手町）、明星園（磯道町）

　0歳～18歳未満： 光と緑の園（大村市）

　0歳児　　 　　： 西山台保育園（西山台2丁目）

　保育所での一時預かり・一時保育　保護者の方のいろいろな事情で、一時的に保育が必要なお子さんを認可保育

所等でお預かりします。

　保育時間や利用料は、各実施園で異なりますので、各実施園に直接お問い合わせください。

生活の支援

こども総合相談

　子育て応援情報サイト「イーカオ」　ekao-ng.jp
携帯やパソコンで長崎市の子育て情報をチェックしましょう！　　　

　お遊び教室　市内35ヶ所（H30.9月現在）の各地区の公民館やふれあいセンターで開催しています。0歳から就

学までの親子が一緒に遊んだり、子育ての仲間づくりをしたり、育児の相談もできる子育てを応援する教室です。

　子育て支援センター（利用料が100円かかります。）

概ね3歳未満児と、その親が気軽に集まって自由に遊んだり、育児に関する相談ができます。

西浦上地区「ぴよぴよ」 中園町3－5 東長崎地区「きずな」 矢上町19-1（東部にこにこセンター1階）

梅香崎地区「ひなたぼっこ」 大浦町7-2（大浦児童センター1階） 土井首地区「みなみ」 竿浦町913（旧南幼稚園）

橘地区「風の子らんど」 戸石町500-574 上長崎地区「もりのクレヨン」 片淵1-13-13（上長崎地区ふれあいセンター）

緑が丘地区「ピクニック」 若草町9-5 黒崎聖母保育園「つばめサークル」 上黒崎町48-1

三和地区「ぴっぴ」 布巻町111-1（三和地域センター3階） 中央保育園「ひまわり広場」 琴海戸根町2573-1

　子育て支援センター「にじのくに」　（三芳町3-5　市営三芳住宅Ｅ棟1階）

　未就学の発達障がいのある児童または発達が気になる未就学の児童及び、その保護者の方を対象に、子ども達が

遊んだり、保護者の交流、情報交換ができる場です。（利用料が100円かかります。）

　親育ち学びあい事業　

•あつまれ♪はじめてママ　対象　第1子の赤ちゃん（2～5か月）と母親

　　　　　　　　　　　　　内容　育児の知識や親の役割などを学ぶ連続4回の講座です。

•のびのび子育て講座　　　対象　1歳から就学前のこどもを持つ保護者

　　　　　　　　　　　　　内容　子育てのテーマを中心に、グループで話し合いながら相互に学びあう8回の講座です。

　児童館・児童センター
　満18歳に満たない児童及びその同伴者の方が対象で、小さなお子さんは、保護者と一緒に遊んだり、小学生よ

り大きいお子さんは、友達同士でいろいろな遊びを楽しんでいます。（未就学のお子さんは保護者同伴）

大浦児童センター 大浦町7-2 土井首児童館 柳田町45-3

滑石児童館 滑石2丁目1-8 琴海児童館 琴海村松町704-5

長崎北児童館 滑石3丁目32-8 

　子ども広場　（長崎西洋館3階（川口町13-1））

　満18歳に満たない児童及びその同伴者が対象で、子どもが安心して過ごすことができる場として、暫定的に設

置しています。満18歳に満たない児童が自由に来場できる施設です。（未就学のお子さんは保護者同伴）

子育て支援課では予防的な支援として次のような取り組みをしています。
育児不安を抱えている、実際に子育てに困っている、「虐待しそうだ」と悩んでいる、そういった保護
者に紹介してください。
詳しくは、長崎市子育て支援課（TEL.095-829-1270）にお尋ねください。

子育て支援
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（目的）
第一条　この法律は、児童虐待が児童の人権を著しく侵害し、その心身の成長及び人

格の形成に重大な影響を与えるとともに、我が国における将来の世代の育成にも懸念

を及ぼすことにかんがみ、児童に対する虐待の禁止、児童虐待の予防及び早期発見そ

の他の児童虐待の防止に関する国及び地方公共団体の責務、児童虐待を受けた児童

の保護及び自立の支援のための措置等を定めることにより、児童虐待の防止等に関す

る施策を促進し、もって児童の権利利益の擁護に資することを目的とする。

（児童虐待の定義）
第二条　この法律において、「児童虐待」とは、保護者（親権を行う者、未成年後見人そ

の他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。）がその監護する児童（十八歳

に満たない者をいう。以下同じ。）について行う次に掲げる行為をいう。

一　児童の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。

二　児童にわいせつな行為をすること又は児童をしてわいせつな行為をさせること。

三　児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、保護

者以外の同居人による前二号又は次号に掲げる行為と同様の行為の放置そ

の他の保護者としての監護を著しく怠ること。

四　児童に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、児童が同居する家庭におけ

る配偶者に対する暴力（配偶者（婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係

と同様の事情にある者を含む。）の身体に対する不法な攻撃であって生命又は

身体に危害を及ぼすもの及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動をい

う。第十六条において同じ。）その他の児童に著しい心理的外傷を与える言動を

行うこと。

（児童に対する虐待の禁止）
第三条　何人も、児童に対し、虐待をしてはならない。

（国及び地方公共団体の責務等）
第四条　国及び地方公共団体は、児童虐待の予防及び早期発見、迅速かつ適切な

児童虐待を受けた児童の保護及び自立の支援（児童虐待を受けた後十八歳となった者

に対する自立の支援を含む。第三項及び次条第二項において同じ。）並びに児童虐待

を行った保護者に対する親子の再統合の促進への配慮その他の児童虐待を受けた児

童が良好な家庭的環境で生活するために必要な配慮をした適切な指導及び支援を行う

ため、関係省庁相互間その他関係機関及び民間団体の間の連携の強化、民間団体の

支援、医療の提供体制の整備その他児童虐待の防止等のために必要な体制の整備

に努めなければならない。

２ 国及び地方公共団体は、児童相談所等関係機関の職員及び学校の教職員、児

童福祉施設の職員、医師、歯科医師、保健師、助産師、看護師、弁護士その他児

童の福祉に職務上関係のある者が児童虐待を早期に発見し、その他児童虐待の

防止に寄与することができるよう、研修等必要な措置を講ずるものとする。

３ 国及び地方公共団体は、児童虐待を受けた児童の保護及び自立の支援を専門的

知識に基づき適切に行うことができるよう、児童相談所等関係機関の職員、学校

の教職員、児童福祉施設の職員その他児童虐待を受けた児童の保護及び自立の

支援の職務に携わる者の人材の確保及び資質の向上を図るため、研修等必要な

措置を講ずるものとする。

４ 国及び地方公共団体は、児童虐待の防止に資するため、児童の人権、児童虐待

が児童に及ぼす影響、児童虐待に係る通告義務等について必要な広報その他の

啓発活動に努めなければならない。

５ 国及び地方公共団体は、児童虐待を受けた児童がその心身に著しく重大な被害を

受けた事例の分析を行うとともに、児童虐待の予防及び早期発見のための方策、

児童虐待を受けた児童のケア並びに児童虐待を行った保護者の指導及び支援

のあり方、学校の教職員及び児童福祉施設の職員が児童虐待の防止に果たすべ

き役割その他児童虐待の防止等のために必要な事項についての調査研究及び

検証を行うものとする。

６ 児童の親権を行う者は、児童を心身ともに健やかに育成することについて第一義

的責任を有するものであって、親権を行うに当たっては、できる限り児童の利益を尊

重するよう努めなければならない。

７ 何人も、児童の健全な成長のために、家庭（家庭における養育環境と同様の養育

環境及び良好な家庭的環境を含む）及び近隣社会の連帯が求められていることに

留意しなければならない。

（児童虐待の早期発見等）
第五条　学校、児童福祉施設、病院その他児童の福祉に業務上関係のある団体及び

学校の教職員、児童福祉施設の職員、医師、歯科医師、保健師、助産師、看護師、弁護

士その他児童の福祉に職務上関係のある者は、児童虐待を発見しやすい立場にあるこ

とを自覚し、児童虐待の早期発見に努めなければならない。

２ 前項に規定する者は、児童虐待の予防その他の児童虐待の防止並びに児童虐

待を受けた児童の保護及び自立の支援に関する国及び地方公共団体の施策に

協力するよう努めなければならない。

３ 学校及び児童福祉施設は、児童及び保護者に対して、児童虐待の防止のための

教育又は啓発に努めなければならない。

（児童虐待に係る通告）
第六条　児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに、これを市町村、

都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所又は児童委員を介して市町村、

都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所に通告しなければならない。

２ 前項の規定による通告は、児童福祉法（昭和二十二年法律第百六十四号）第二

十五条第一項の規定による通告とみなして、同法の規定を適用する。

３ 刑法（明治四十年法律第四十五号）の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に

関する法律の規定は、第一項の規定による通告をする義務の遵守を妨げるものと

解釈してはならない。

第七条　市町村、都道府県の設置する福祉事務所又は児童相談所が前条第一項の

規定による通告を受けた場合においては、当該通告を受けた市町村、都道府県の設置

する福祉事務所又は児童相談所の所長、所員その他の職員及び当該通告を仲介した

児童委員は、その職務上知り得た事項であって当該通告をした者を特定させるものを漏

らしてはならない。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（要保護児童発見者の通告義務）

第二十五条 　要保護児童を発見した者は、これを市町村、都道府県の設置する福祉

事務所若しくは児童相談所又は児童委員を介して市町村、都道府県の設置する福祉

事務所若しくは児童相談所に通告しなければならない。ただし、罪を犯した満十四歳以

上の児童については、この限りでない。この場合においては、これを家庭裁判所に通告し

なければならない。

平成12年11月20日施行
最終改正：平成30年6月20日法律第59号

昭和22年12月12日施行
最終改正：平成30年6月27日法律第66号

連絡年月日：　　年　　月　　日
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（目的）
第一条　この法律は、児童虐待が児童の人権を著しく侵害し、その心身の成長及び人

格の形成に重大な影響を与えるとともに、我が国における将来の世代の育成にも懸念

を及ぼすことにかんがみ、児童に対する虐待の禁止、児童虐待の予防及び早期発見そ

の他の児童虐待の防止に関する国及び地方公共団体の責務、児童虐待を受けた児童

の保護及び自立の支援のための措置等を定めることにより、児童虐待の防止等に関す

る施策を促進し、もって児童の権利利益の擁護に資することを目的とする。

（児童虐待の定義）
第二条　この法律において、「児童虐待」とは、保護者（親権を行う者、未成年後見人そ

の他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。）がその監護する児童（十八歳

に満たない者をいう。以下同じ。）について行う次に掲げる行為をいう。

一　児童の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。

二　児童にわいせつな行為をすること又は児童をしてわいせつな行為をさせること。

三　児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、保護

者以外の同居人による前二号又は次号に掲げる行為と同様の行為の放置そ

の他の保護者としての監護を著しく怠ること。

四　児童に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、児童が同居する家庭におけ

る配偶者に対する暴力（配偶者（婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係

と同様の事情にある者を含む。）の身体に対する不法な攻撃であって生命又は

身体に危害を及ぼすもの及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動をい

う。第十六条において同じ。）その他の児童に著しい心理的外傷を与える言動を

行うこと。

（児童に対する虐待の禁止）
第三条　何人も、児童に対し、虐待をしてはならない。

（国及び地方公共団体の責務等）
第四条　国及び地方公共団体は、児童虐待の予防及び早期発見、迅速かつ適切な

児童虐待を受けた児童の保護及び自立の支援（児童虐待を受けた後十八歳となった者

に対する自立の支援を含む。第三項及び次条第二項において同じ。）並びに児童虐待

を行った保護者に対する親子の再統合の促進への配慮その他の児童虐待を受けた児

童が良好な家庭的環境で生活するために必要な配慮をした適切な指導及び支援を行う

ため、関係省庁相互間その他関係機関及び民間団体の間の連携の強化、民間団体の

支援、医療の提供体制の整備その他児童虐待の防止等のために必要な体制の整備

に努めなければならない。

２ 国及び地方公共団体は、児童相談所等関係機関の職員及び学校の教職員、児

童福祉施設の職員、医師、歯科医師、保健師、助産師、看護師、弁護士その他児

童の福祉に職務上関係のある者が児童虐待を早期に発見し、その他児童虐待の

防止に寄与することができるよう、研修等必要な措置を講ずるものとする。

３ 国及び地方公共団体は、児童虐待を受けた児童の保護及び自立の支援を専門的

知識に基づき適切に行うことができるよう、児童相談所等関係機関の職員、学校

の教職員、児童福祉施設の職員その他児童虐待を受けた児童の保護及び自立の

支援の職務に携わる者の人材の確保及び資質の向上を図るため、研修等必要な

措置を講ずるものとする。

４ 国及び地方公共団体は、児童虐待の防止に資するため、児童の人権、児童虐待

が児童に及ぼす影響、児童虐待に係る通告義務等について必要な広報その他の

啓発活動に努めなければならない。

５ 国及び地方公共団体は、児童虐待を受けた児童がその心身に著しく重大な被害を

受けた事例の分析を行うとともに、児童虐待の予防及び早期発見のための方策、

児童虐待を受けた児童のケア並びに児童虐待を行った保護者の指導及び支援

のあり方、学校の教職員及び児童福祉施設の職員が児童虐待の防止に果たすべ

き役割その他児童虐待の防止等のために必要な事項についての調査研究及び

検証を行うものとする。

６ 児童の親権を行う者は、児童を心身ともに健やかに育成することについて第一義

的責任を有するものであって、親権を行うに当たっては、できる限り児童の利益を尊

重するよう努めなければならない。

７ 何人も、児童の健全な成長のために、家庭（家庭における養育環境と同様の養育

環境及び良好な家庭的環境を含む）及び近隣社会の連帯が求められていることに

留意しなければならない。

（児童虐待の早期発見等）
第五条　学校、児童福祉施設、病院その他児童の福祉に業務上関係のある団体及び

学校の教職員、児童福祉施設の職員、医師、歯科医師、保健師、助産師、看護師、弁護

士その他児童の福祉に職務上関係のある者は、児童虐待を発見しやすい立場にあるこ

とを自覚し、児童虐待の早期発見に努めなければならない。

２ 前項に規定する者は、児童虐待の予防その他の児童虐待の防止並びに児童虐

待を受けた児童の保護及び自立の支援に関する国及び地方公共団体の施策に

協力するよう努めなければならない。

３ 学校及び児童福祉施設は、児童及び保護者に対して、児童虐待の防止のための

教育又は啓発に努めなければならない。

（児童虐待に係る通告）
第六条　児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに、これを市町村、

都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所又は児童委員を介して市町村、

都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所に通告しなければならない。

２ 前項の規定による通告は、児童福祉法（昭和二十二年法律第百六十四号）第二

十五条第一項の規定による通告とみなして、同法の規定を適用する。

３ 刑法（明治四十年法律第四十五号）の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に

関する法律の規定は、第一項の規定による通告をする義務の遵守を妨げるものと

解釈してはならない。

第七条　市町村、都道府県の設置する福祉事務所又は児童相談所が前条第一項の

規定による通告を受けた場合においては、当該通告を受けた市町村、都道府県の設置

する福祉事務所又は児童相談所の所長、所員その他の職員及び当該通告を仲介した

児童委員は、その職務上知り得た事項であって当該通告をした者を特定させるものを漏

らしてはならない。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（要保護児童発見者の通告義務）

第二十五条 　要保護児童を発見した者は、これを市町村、都道府県の設置する福祉

事務所若しくは児童相談所又は児童委員を介して市町村、都道府県の設置する福祉

事務所若しくは児童相談所に通告しなければならない。ただし、罪を犯した満十四歳以

上の児童については、この限りでない。この場合においては、これを家庭裁判所に通告し

なければならない。

平成12年11月20日施行
最終改正：平成30年6月20日法律第59号

昭和22年12月12日施行
最終改正：平成30年6月27日法律第66号

連絡年月日：　　年　　月　　日
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